
新指針に基づく 建設業における 

振動工具取扱作業の知識  
＜新旧対照表＞ 第２改定３版 令和７年１月 31 日 

【補足事項】※「旧版」から「新版」への文章の修正・追加・削除部分は、下線部を参照してください。 

※誤字・脱字および奥付等の軽微な修正は割愛します。 

（旧版） 第 2 改定 2 版 11 刷（令和 5 年 8 月 25 日） （新版） 第 2 改定 3 版（令和 7 年 1 月 31 日） 

【表記・用語の統一】 

下請け、孫請 関係請負人 

防音保護具、耳せん 聴覚保護具（耳栓） 
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No.121610 

（旧版） 第 2 改定 2 版 11 刷（令和 5 年 8 月 25 日） （新版） 第 2 改定 3 版（令和 7 年 1 月 31 日） 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

3 図 1-1  ３ 図 1-1 （赤枠を追加） 

  

６ 上から 

４行目 

エンジン内蔵工具には、エンジンカッター、

ブッシュクリーナー（刈払機）などがありま

す。なお、エンジンチェーンソーもエンジン

内蔵工具に含まれますが、別「指針」により

その取り扱いが定められています。 

６ 上から 

４行目 

エンジン内蔵工具には、エンジンカッター、

ブッシュクリーナー（刈払機）などがありま

す。なお、エンジンチェーンソーもエンジン

内蔵工具に含まれますが、別「指針」（参考

資料 ４．振動工具関連通達を参照）により

その取り扱いが定められています。 

（下線部を追加） 
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（旧版） 第 2 改定 2 版 11 刷（令和 5 年 8 月 25 日） （新版） 第 2 改定 3 版（令和 7 年 1 月 31 日） 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

11 表 2-2 （赤枠を修正、追加） 11 表 2-2  

  

16 下から 

５行目 

（右記を追加） 16 下から 

６行目 

また、算出した時間が２時間を超える場合に

は、当面、１日の振動ばく露時間を２時間以

下とすることとされています。 
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（旧版） 第 2 改定 2 版 11 刷（令和 5 年 8 月 25 日） （新版） 第 2 改定 3 版（令和 7 年 1 月 31 日） 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

17 図 2-6 （赤枠を修正） 17 図 2-6  

  

27 図 3-1 （赤枠を修正） 27 図 3-1  
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（旧版） 第 2 改定 2 版 11 刷（令和 5 年 8 月 25 日） （新版） 第 2 改定 3 版（令和 7 年 1 月 31 日） 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

28 図 3-2  28 図 3-2 （赤枠を追加） 

 

 

33 イラス

ト 

（赤枠を修正） 33 イラス

ト 

 

  

35 上から

6行目 

また、一定の有害業務については、6 月以内

ごと 1 回、つまり年 2 回（胸部エックス線

検査は年 1 回）、この定期健康診断を行うこ

ととしています。 

35 上から

6行目 

また、一定の有害業務については、6 か月以

内ごと 1 回、つまり年 2 回（胸部エックス

線検査は年 1 回）、この定期健康診断を行う

こととしています。 

（下線部を追加） 
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（旧版） 第 2 改定 2 版 11 刷（令和 5 年 8 月 25 日） （新版） 第 2 改定 3 版（令和 7 年 1 月 31 日） 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

39 表 （赤枠を削除） 39 表  
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（旧版） 第 2 改定 2 版 11 刷（令和 5 年 8 月 25 日） （新版） 第 2 改定 3 版（令和 7 年 1 月 31 日） 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

40 表 （赤枠を削除） 40 表  

  

45 

 

下から 

12 行目 

当該安全衛生教育の講師については、労働衛

生指導医、労働衛生コンサルタント、産業

医、衛生管理者等であって振動障害に関する

十分な知識及び経験を有する者又は中央労働

災害防止協会若しくは建設業労働災害防止協

会において実施する「振動工具取扱作業者教

育トレーナー講習（チェーンソーを除く振動

工具取扱作業管理者講習）」の修了者である

者とするよう配慮すること。 

（下線部を修正） 

45 

 

下から 

12 行目 

当該安全衛生教育の講師については、労働衛

生指導医、労働衛生コンサルタント、産業

医、衛生管理者等であって振動障害に関する

十分な知識及び経験を有する者又は中央労働

災害防止協会若しくは建設業労働災害防止協

会において実施する「振動工具取扱作業者教

育トレーナー講習（チェーンソー以外の振動

工具取扱作業管理者講習）」の修了者である

者とするよう配慮すること。 

49 下から 

8行目 

⑥ 日本工業規格 JIS B 7761-1「手腕系振

動－第 1 部：測定装置」: 2004 

（下線部を修正） 

49 下から 

8行目 

⑥ 日本産業規格 JIS B 7761-1「手腕系振

動－第 1 部：測定装置」: 2004 
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（旧版） 第 2 改定 2 版 11 刷（令和 5 年 8 月 25 日） （新版） 第 2 改定 3 版（令和 7 年 1 月 31 日） 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

49 下から 

７行目 

⑦ 日本工業規格 JIS B 7761-2「手腕系振

動－第 2 部：作業場における実務的測定方

法」: 2004 

（下線部を修正） 

49 下から 

７行目 

⑦ 日本産業規格 JIS B 7761-2「手腕系振

動－第 2 部：作業場における実務的測定方

法」: 2004 

49 下から 

４行目 

⑩ 耳栓 JIS 防音保護具 JIST8161：

2007､日本規格協会 

（下線部を修正） 

49 下から 

４行目 

⑩ 耳栓 JIS 防音保護具 JIST8161：

2020､日本規格協会 


